
【申請者・設計者向け資料】 

 

 準防火地域拡大に伴う確認申請等の留意事項について（岸和田市）  
 

・準防火地域拡大の施行日は、令和５年４月１日です。 

・工事着手日(※)が施行日より前のもののうち、準防火地域の規定に適合しない部分

がある建築物については、建築基準法第３条第２項により既存不適格建築物となり、

準防火地域に基づく制限の適用は受けません。施行日前後の確認申請その他手続き

については、その手続き期間、申請書の記載方法、工事着手日などについて、十分

注意して進めてください。 

・工事着手日が施行日以降になる場合は、準防火地域に基づく制限が適用されます。 

 
※工事着手とは･･･「杭打ち工事」「山留め工事」または「基礎の掘削工事」を継続的に行うその開始

時点のことをいいます。 

 【工事着手に該当しない工事(例)】 

・地盤調査のための掘削、ボーリング調査、文化財調査のための掘削 

・敷地の整地、やり方 

・地鎮祭 

・仮囲いの設置 

・現場事務所の設置 

・既存建築物の除却 

・重機及び資材の搬入 

・工事請負契約の締結 

 

 

１）工事の着手が施行日より前の場合  

・確認申請書第三面15欄、建築計画概要書第二面15欄の工事着手予定日は、施行日よ

り前の日付を記載してください。 

・確認申請をする際には、申請から確認済証交付にかかる期間や工事準備期間に十分

注意して余裕をもって申請をしてください。 

 申請にかかる期間については、申請先の機関と十分調整してください。 

・施行日以降に計画変更確認申請を行う場合で、準防火地域の規定に適合しない部分

がある建築物については、法第３条第２項による既存不適格建築物となりますので、

計画変更確認申請書第三面18欄、建築計画概要書第二面20欄に「着工日が令和５年

〇月〇日につき、準防火地域内の規定の適用を受けない」旨の記載をしてください。 

 
【記載例：計画変更確認申請書(第三面)】 

 

【15.工事着手予定年月日】   令和５年  ３月２０日 

【16.工事完了予定年月日】   令和５年  ８月３１日 

【17.特定工程工事終了予定年月日】                  （特定工程） 

     （第 １ 回）   令和５年  ５月３０日  （ 屋根の小屋組の工事             ） 

     （第    回）        年    月    日  （                                  ） 

     （第    回）        年    月    日  （                                  ） 

【18.その他必要な事項】 

   着工日が令和５年３月２０日につき、準防火地域内の規定の適用を受けない。 

【19.備考】 
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・施行日以降に中間検査、完了検査を申請する場合は、各申請書の第三面6欄の工事

着手年月日に工事着手日を記載し、同11欄（中間検査申請書は同12欄）に「着工日

が令和５年〇月〇日につき、準防火地域内の規定の適用を受けない」旨の記載をし

てください。 

 
【記載例：中間検査申請書(第三面)】 

 

【6.工事着手年月日】       令和５年 ３月２０日 

【7.工事完了予定年月日】   令和５年 ８月３１日 

（中略） 

 
【12.備考】 
着工日が令和５年３月２０日につき、準防火地域内の規定の適用を受けない。 

 

 

 

２）工事の着手が施行日以降の場合(施行日より前に確認を受ける場合)  

・確認申請書第三面15欄、建築計画概要書第二面15欄の工事着手予定日は、施行日以

降の日付を記載し、確認申請書第三面18欄、建築計画概要書第二面20欄に「準防火

地域内の規定を適用」と記載ください。 

・工事着手日が施行日より前であっても、準防火地域内の規定に適合した建築物の計

画で確認申請を受ける場合も、確認申請書第三面18欄、建築計画概要書第二面20欄

に同様の記載をしてください。 

 

【記載例：確認申請書(第三面)】 

 

【15.工事着手予定年月日】   令和５年  ４月１０日 

【16.工事完了予定年月日】   令和５年  ８月３１日 

【17.特定工程工事終了予定年月日】                  （特定工程） 

     （第 １ 回）   令和５年  ５月３０日  （ 屋根の小屋組の工事             ） 

     （第    回）        年    月    日  （                                  ） 

     （第    回）        年    月    日  （                                  ） 

【18.その他必要な事項】 

   準防火地域内の規定を適用 

【19.備考】 

 

 

・法第６条第１項第４号の一戸建て住宅の確認で特例を受ける場合は、確認申請書第

四面11欄ハの令10条各号に掲げる建築物の区分は、第四号となります。 
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３）消防同意の取り扱いについて  

・施行日より前に確認済証の交付を受ける場合は、消防同意は不要です。 

・施行日以降に確認済証の交付を受ける場合は、消防同意が必要です。 

・計画変更確認も同様です。 

 

 お問い合わせ先 

【建築確認に関すること】 

岸和田市 まちづくり推進部 建設指導課 

建築審査担当  TEL ０７２－４２３－９５７０(直通) 

 

【事前協議、調査報告書に関すること】 

岸和田市 まちづくり推進部 建設指導課 

開発調整担当  TEL ０７２－４２３－９５７２(直通) 

 

【準防火地域の区域に関すること】 

岸和田市 まちづくり推進部 都市計画課 

都市計画担当  TEL ０７２－４２３－９６２９(直通) 


